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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
心臓を含む３次元医用画像データに基づいて、上行大動脈を含む血液流路を特定する特定
手段と、
　前記特定手段により特定された血液流路の断面であって、該血液流路の長手方向に対し
て直交する断面における輪郭周囲長の計測値を算出する算出手段と、
　前記算出手段が算出した前記輪郭周囲長の計測値が最小となる位置に基づいて、大動脈
弁輪の位置を決定する決定手段と、
を有することを特徴とする医用画像診断支援装置。
【請求項２】
　前記血液流路は、前記３次元医用画像データに含まれる心臓の上行大動脈から左心室心
尖部までの領域を少なくとも含むことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断支援装
置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記長手方向に沿う複数の断面における前記輪郭周囲長の計測値の比
較結果に基づいて、前記大動脈弁輪の位置を決定することを特徴とする請求項１または２
に記載の医用画像診断支援装置。
【請求項４】
　前記特定手段により特定された血液流路の長手方向に延在する流路芯線を設定する設定
手段を更に有し、
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　前記算出手段は、前記設定手段により設定された流路芯線に垂直な断面における血液流
路の輪郭周囲長の計測値を算出することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記
載の医用画像診断支援装置。
【請求項５】
　前記決定手段により決定された前記大動脈弁輪の位置と前記輪郭周囲長の計測値に基づ
いて、前記大動脈弁輪の弁輪径に関する値を推定する推定手段を更に有することを特徴と
する請求項１から４のいずれか１項に記載の医用画像診断支援装置。
【請求項６】
前記推定手段は、前記弁輪径に関する値として、前記大動脈弁輪の最大径、最小径、平均
径、周囲長および面積の少なくともいずれか１つの値を推定することを特徴とする請求項
５に記載の医用画像診断支援装置。
【請求項７】
　前記特定手段により特定された血液流路に含まれる上行大動脈の領域に基づいて冠動脈
起始部の位置を特定する冠動脈起始部特定手段を更に有し、
　前記決定手段により決定された前記大動脈弁輪の位置と前記冠動脈起始部特定手段によ
り特定された冠動脈起始部の位置とに基づいて、前記３次元データにおける冠動脈起始部
から前記大動脈弁輪部までの最短距離を算出する距離算出手段を更に備えることを特徴と
する請求項１から６のいずれか１項に記載の医用画像診断支援装置。
【請求項８】
　前記血液流路の輪郭周囲長の計測値の長手方向における変化状態を表示手段に表示させ
る表示制御手段を更に有することを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の医
用画像診断支援装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記決定手段により決定された前記大動脈弁輪の位置における断
面であって、前記血液流路の長手方向に対して直交する断面の断面画像を表示手段に表示
させることを特徴とする請求項８に記載の医用画像診断支援装置。
【請求項１０】
心臓を含む３次元医用画像データに基づいて、上行大動脈を含む血液流路を特定する特定
工程と、
　前記特定工程により特定された血液流路の断面であって、該血液流路の長手方向に対し
て直交する断面における輪郭周囲長の計測値を算出する算出工程と、
　前記算出工程で算出した前記輪郭周囲長の計測値が最小となる位置に基づいて、大動脈
弁輪の位置を決定する決定工程と、
を有することを特徴とする医用画像診断支援装置の制御方法。
【請求項１１】
医用画像診断支援装置上で実行可能なコンピュータプログラムであって、
心臓を含む３次元医用画像データに基づいて、上行大動脈を含む血液流路を特定する特定
工程と、
　前記特定工程により特定された血液流路の断面であって、該血液流路の長手方向に対し
て直交する断面における輪郭周囲長の計測値を算出する算出工程と、
　前記算出工程で算出した前記輪郭周囲長の計測値が最小となる位置に基づいて、大動脈
弁輪の位置を決定する決定工程と、
を医用画像診断支援装置に実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療分野等における画像診断を支援する技術に関するものであり、特に、大
動脈の弁輪部に関する画像診断支援に好適な医用画像診断支援装置、方法およびプログラ
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ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、大動脈弁置換術は、正中開胸（胸骨正中切開）を伴うものが一般的であり、大動
脈弁に病変を持つ患者であっても患者の状態や病態によっては手術が適応外になることも
多かった。一方、２００２年に最初の施術例が報告された経カテーテル大動脈弁置換術（
TAVR：Transcatheter Aortic Valve Replacement）または経カテーテル大動脈弁埋込（留
置）術（TAVI：Transcatheter Aortic Valve Implantation）と称される手術が知られて
いる。この手術は、通常の大動脈弁置換術では適応外の患者でも適応可能な場合があるこ
とから注目されており、近年、特に欧米において実施する病院や術者が増えつつある。日
本国内においては近年中に、臨床現場での実施が開始される見込みとなっている。
【０００３】
　ＴＡＶＲ（ＴＡＶＩ）においては、人工弁メーカーから購入するなどした置換用の人工
弁を予め用意して手術に臨む。したがって、人工弁を留置する部分である、大動脈の弁輪
部の大きさ（径や面積、周囲長等）など、施術に際し必要な情報を事前に把握しておく必
要がある。拍動により大きく形状が変化する心臓の観察等には、心エコー（心臓超音波検
査）による画像が用いられることが多く（例えば、下記特許文献１を参照）、ＴＡＶＲ（
ＴＡＶＩ）が普及している欧米では一般的に、心エコーの大動脈短軸表示による弁輪部の
画像を用いて、弁輪部の大きさが計測されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１３１３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　心エコーは非侵襲的に何度でも測定し得るという利点を有している。しかし、心エコー
によって得られる画像情報は２次元的なものが一般的であり、プローブ操作によっては大
動脈弁輪部の正確な短軸表示の画像を得ることができないことも多い。このため、心エコ
ーによって得られた画像情報に基づく計測は再現性が低いという問題がある。また、ＴＡ
ＶＲ（ＴＡＶＩ）においては、大動脈の弁輪や弁尖と冠動脈起始部との距離を事前に把握
しておくことも求められるようになっている。しかし、心エコーによって得られる２次元
的な画像情報によって、これらの距離情報を求めることは困難である。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたものであり、大動脈弁輪部に関する再現性の
高い所望の情報（大動脈弁輪の位置や大きさ等の情報）を取得することが可能な医用画像
診断支援装置、方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る医用画像診断支援装置、方法およびプログラム
は、以下の特徴を備えている。
【０００８】
　すなわち、本発明に係る医用画像診断支援装置は、心臓を含む３次元医用画像データに
基づいて、上行大動脈を含む血液流路を特定する特定手段と、前記特定手段により特定さ
れた血液流路の断面であって、該血液流路の長手方向に対して直交する断面における輪郭
周囲長の計測値を算出する算出手段と、前記算出手段が算出した前記輪郭周囲長の計測値
が最小となる位置に基づいて、大動脈弁輪の位置を決定する決定手段と、を有することを
特徴とする。この態様の本発明によれば、画像データ上において大動脈弁輪位置を再現性
良く高精度に特定することができる。また、大動脈弁輪位置を高精度に特定することによ
り、この大動脈弁輪位置の情報に基づいて医師や技師等が、大動脈弁輪部に関する所望の
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情報を取得し易くなるように支援することが可能となる。
【００１３】
　本発明に係る医用画像診断支援方法は、心臓を含む３次元医用画像データに基づいて、
上行大動脈を含む血液流路を特定する特定工程と、前記特定工程により特定された血液流
路の断面であって、該血液流路の長手方向に対して直交する断面における輪郭周囲長の計
測値を算出する算出工程と、前記算出工程で算出した前記輪郭周囲長の計測値が最小とな
る位置に基づいて、大動脈弁輪の位置を決定する決定工程と、を有することを特徴とする
。この態様の本発明によれば、画像データ上において大動脈弁輪位置を再現性良く高精度
に特定することができ、この大動脈弁輪位置の情報に基づいて医師や技師等が、大動脈弁
輪部に関する所望の情報を取得し易くなるように支援することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明に係るコンピュータプログラムは、医用画像診断支援装置上で実行可能な
コンピュータプログラムであって、心臓を含む３次元医用画像データに基づいて、上行大
動脈を含む血液流路を特定する特定工程と、前記特定工程により特定された血液流路の断
面であって、該血液流路の長手方向に対して直交する断面における輪郭周囲長の計測値を
算出する算出工程と、前記算出工程で算出した前記輪郭周囲長の計測値が最小となる位置
に基づいて、大動脈弁輪の位置を決定する決定工程と、を医用画像診断支援装置において
実行せしめることを特徴とする。この態様の本発明によれば、画像データ上において大動
脈弁輪位置を再現性良く高精度にコンピュータに特定させることができ、この大動脈弁輪
位置の情報に基づいて医師や技師等が、大動脈弁輪部に関する所望の情報を取得し易くな
るように支援することが可能となる。
【００１５】
　上記「３次元医用画像データ」とは、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）やＭＲＩ（Mag
netic Resonance
Imaging）等の画像診断装置により得られた、形態情報を担持した３次元的な画像データ
（ボリュームデータ）を意味する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る医用画像診断支援装置、方法およびプログラムによれば、Ｘ線ＣＴやＭＲ
Ｉ等の画像診断装置により得られた３次元医用画像データに基づき大動脈弁輪位置を特定
するので、大動脈弁輪部に関する再現性の高い所望の情報を取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る医用画像生成装置の概要を示す図（（Ａ）は概略構成
図、（Ｂ）は演算処理装置の内部構成を示すブロック図）である。
【図２】図１に示す演算処理装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】大動脈弁輪部に関する医用画像診断支援処理の手順の流れを示すフローチャート
である。
【図４】胸部の体軸断面画像（体軸方向頭側から（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の順）を示す図
である。
【図５】領域拡張法により領域範囲が仮確定された上行大動脈の流路空間のＶＲ画像を示
す図である。
【図６】上行大動脈の流路空間のＶＲ画像を示す（（Ａ）は拡張処理により領域外方に拡
張された上行大動脈の流路空間を示し、（Ｂ）は拡張処理前後における上行大動脈の流路
空間の差分を示す）図である。
【図７】左心室心尖部の先端領域を示す画像（（Ａ）は体軸断面画像、（Ｂ）はＶＲ画像
）である。
【図８】上行大動脈の上端部から左心室心尖部の先端まで延びる流路芯線を表示するＶＲ
画像を示す図である。
【図９】上行大動脈の上端部から左心室心尖部の先端まで延びる流路芯線を表示するＣＰ
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Ｒ画像（直線表示）を示す図である。
【図１０】流路空間の輪郭周囲長の変化状態を示す輪郭周囲長変化グラフ（Ａ）と、対応
する上行大動脈および左心室の流路空間のＣＰＲ画像（直線表示）を示す図（Ｂ）である
。
【図１１】大動脈弁輪位置における流路空間の、流路芯線に対し垂直な断面画像を示す図
である。
【図１２】冠動脈起始部から大動脈弁輪部までの最短距離を算出する方法を説明するため
の模式図である。
【図１３】左冠動脈起始部から大動脈弁輪部までの最短距離を表示するＣＰＲ画像（曲線
表示）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について、上述の図面を参照しつつ詳細に説明する。まず、図
１、２を参照しながら本発明の一実施形態に係る医用画像診断支援装置の構成について説
明する。
【００１９】
　本実施形態の医用画像診断支援装置１は、心臓を含む空間領域の３次元医用画像データ
に基づき、大動脈弁輪部の位置や弁輪径等の情報を取得するものであり、図１（Ａ）に示
すように、コンピュータ等からなる演算処理装置１０と、キーボード２１やマウス２２等
からなる入力装置２０と、液晶表示パネル等からなる画像表示部３１を有する画像表示装
置３０とを備えてなる。
【００２０】
　上記演算処理装置１０は、図１（Ｂ）に示すように、画像処理等の各種演算を実行する
ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１と、処理プログラムや処理すべき画像データ
等が置かれる、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等からなるメインメモリ１０
２と、ＣＰＵ１０１やメインメモリ１０２等へのデータの入出力を制御するチップセット
１０３とを備えている。また、ＣＰＵ１０１から送られた画像データや処理命令に基づき
表示用画像を構成するＧＰＵ（Graphic Processing Unit）１０５および該ＧＰＵ１０５
により構成された表示用画像を記憶するＶＲＡＭ（Video Random Access Memory）１０６
を有するグラフィックスボード１０４と、ハードディスク等からなる記憶装置１０７と、
これら各構成要素間におけるデータ等のやり取りを仲介するデータバス１０８とを備えて
いる。さらに、当該演算処理装置１０と、入力装置２０および画像表示装置３０との間に
おけるデータ等のやり取りを仲介するインターフェース１０９を備えている。
【００２１】
　また、この演算処理装置１０は、機能的な観点から説明すれば、図２に示すように、画
像データ取得部１１、画像データ解析部１２および画像生成部１３を備えている。なお、
図２に示す各ブロックは、図１（Ｂ）に示すＣＰＵ１０１、メインメモリ１０２、グラフ
ィックスボード１０４、記憶装置１０７等のハードウェアや、ＣＰＵ１０１やＧＰＵ１０
５が実行する各種プログラム（本発明に係る医用画像診断支援プログラムを含む）等によ
り実現される各機能を具象化し、構成要素として示したものである。
【００２２】
　上記画像データ取得部１１は、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置等の各種の医用画像診断装置
により得られた種々の医用画像データを取得するものである。なお、以下では、画像デー
タ取得部１１が、マルチスライスＸ線ＣＴ装置により得られたＣＴ画像データ（例えば、
心電図同期法を適用して撮影された心臓領域の造影ＣＴ画像データ）を取得する場合を例
にとって説明する。
【００２３】
　上記画像データ解析部１２は、画像データ取得部１１により取得されたＣＴ画像データ
に基づき、各種の解析や計測を行うものであり、流路空間特定部１２１、流路芯線設定部
１２２、輪郭計測値算出部１２３、大動脈弁位置特定部１２４、大動脈弁輪径算出部１２
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５および距離算出部１２６を備えている。
【００２４】
　流路空間特定部１２１（流路空間特定手段に相当する）は、取得されたＣＴ画像データ
により構築される画像空間（以下、適宜「ボクセル空間」と称する）において、大動脈お
よび左心室により形成される血液流路の一部（本実施形態では、上行大動脈の上端部から
左心室心尖部まで）を構成する流路空間を特定するように構成されている。
【００２５】
　流路芯線設定部１２２（流路芯線設定手段に相当する）は、流路空間特定部１２１によ
り特定された流路空間において、当該流路空間の長さ方向に延びる流路芯線Ｃ（図８、９
等を参照）を設定するように構成されている。
【００２６】
　輪郭計測値算出部１２３（輪郭計測値算出手段に相当する）は、流路芯線設定部１２２
により設定された流路芯線Ｃに沿って、当該流路芯線Ｃに垂直な各断面における上記流路
空間の輪郭の大きさに関する計測値（本実施形態では、輪郭周囲長）を算出するように構
成されている。
【００２７】
　大動脈弁位置特定部１２４（大動脈弁輪位置特定手段に相当する）は、輪郭計測値算出
部１２３により算出された、流路芯線Ｃに垂直な各断面における上記流路空間の輪郭周囲
長の計測値に基づき、流路空間の長さ方向における所定区間（詳しくは後述する）内にお
いて、流路空間の輪郭周囲長が最小となる位置を大動脈弁輪位置として特定するように構
成されている。
【００２８】
　大動脈弁輪径算出部１２５（大動脈弁輪径推定値算出手段に相当する）は、大動脈弁位
置特定部１２４により特定された大動脈弁輪位置における上記流路空間の輪郭周囲長の計
測値に基づき、大動脈の弁輪径に関する各推定値（詳しくは後述する）を算出するように
構成されている。
【００２９】
　距離算出部１２６（距離算出手段に相当する）は、流路空間特定部１２１により特定さ
れた流路空間の画像データに基づき、冠動脈起始部から大動脈弁輪部までの最短距離を算
出するように構成されている。
【００３０】
　一方、上記画像生成部１３は、画像データ取得部１１により取得されたＣＴ画像データ
や、画像データ解析部１２により求められた各種の解析または計測結果に基づき、画像診
断支援に供する種々の画像を生成するものであり、断面画像生成部１３１、ＶＲ画像生成
部１３２および輪郭グラフ作成部１３３を備えている。
【００３１】
　断面画像生成部１３１（弁輪断面画像生成手段としても機能する）は、上記ボクセル空
間において設定（指定）される任意の断面（平面または曲面）における画像情報（ＣＴ値
等）を担持した断面画像を、ＭＰＲ（Multiplanar Reconstruction）法やＣＰＲ（Curbed
 Planar
Reconstruction）法等を用いて生成するように構成されている。
【００３２】
　ＶＲ画像生成部１３２は、上記ボクセル空間において設定（指定）される任意の空間領
域に対応したボリュームレンダリング画像（ＶＲ画像）を、ボリュームレンダリング法を
用いて作成するように構成されている。ボリュームレンダリング法とは、ボクセル空間を
構成するボクセル毎に、各ボクセルが担持するデータ値（ＣＴ値等）に対応させて色や不
透明度（オパシティ）を付与し、それらの情報を視線方向に所定の方法で積算して画像化
する手法である。
【００３３】
　輪郭グラフ作成部１３３（輪郭グラフ作成手段に相当する）は、上記輪郭計測値算出部
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１２３により算出された計測値に基づき、上記所定区間内における上記流路空間の輪郭周
囲長の変化状態を示すグラフを作成するように構成されている。
【００３４】
　次に、本実施形態の医用画像診断支援装置１による大動脈弁輪部に関する医用画像診断
支援処理の手順について、主に図４～図１３を参照しながら説明する。この医用画像診断
支援処理は、本発明の一実施形態に係る医用画像診断支援プログラムに基づき実行される
ものであり、大別すると以下の〈１〉～〈８〉の手順からなる。
【００３５】
　〈１〉　上記ボクセル空間において、上行大動脈の上端部から左心室心尖部までを構成
する流路空間を特定する（流路空間特定ステップ；図３のステップＳ１参照）。この流路
空間の特定は、詳細には例えば、以下の手順で行われる。
【００３６】
　まず、上記ボクセル空間において、上行大動脈に該当する流路空間領域を特定する。具
体的には、上記ボクセル空間における各体軸断面上のデータを体軸方向の頭側から足側に
向けて検索する。そして、各体軸断面上において、円形度が高く（例えば、０．８以上）
かつＣＴ値の高い領域（造影血管のＣＴ値を有する領域）のうち、体軸に近い方の領域を
上行大動脈の領域として特定する。下行大動脈の領域は、各体軸断面上において、上行大
動脈よりも体軸から離れた背側に位置するためである。なお、円形度は、下式（１）で表
される。
【００３７】
　　４πＳ／Ｌ２　・・・　（１）
　ここで、πは円周率、Ｓは領域の面積、Ｌは領域の周囲長である。
【００３８】
　図４（Ａ）～（Ｃ）の各体軸断面画像上において矢印で指し示す領域（以下「関心領域
」と称する）が、体軸に近くてかつＣＴ値の高い領域となる。同図（Ａ），（Ｂ）中の関
心領域は円形度が高いため、上行大動脈の領域と判断されるが、同図（Ｃ）中の関心領域
は円形度が低いため、上行大動脈の領域とは判断されない。なお、図４（Ａ）～（Ｃ）の
各体軸断面画像は、上行大動脈の領域の特定方法を分かり易く説明するためのもので、上
行大動脈の領域を特定する際に、このような体軸断面画像を生成して表示することは必須
ではない（医師等の確認用として表示してもよい）。
【００３９】
　次に、上行大動脈の領域範囲（特に、その下端部の領域範囲）を仮確定（流路芯線Ｃを
設定するために概略的に確定）する。具体的には、各体軸断面において上行大動脈の領域
に属すると判断された画像データを３次元的に連結してなる画像データ群（特に、その下
端側の部分）に対し、領域拡張法（region growing）を適用して上行大動脈の領域範囲を
仮確定する。図５は、領域拡張法により領域範囲が仮確定された上行大動脈のＶＲ画像を
示している。なお、図５のＶＲ画像は、説明を分かり易くするためのもので、このような
ＶＲ画像を生成して表示することは必須ではないが、医師等の確認用として表示してもよ
い（他のＶＲ画像についても同様）。
【００４０】
　次いで、冠動脈起始部の領域を特定する。具体的には、仮確定した上行大動脈の領域を
、拡張処理（dilation）により領域外方に所定量（例えば、１ボクセル分）拡張し（図６
（Ａ）参照）、拡張処理前の上行大動脈の領域との差分を求める。このとき、差分によっ
て残った領域（詳細にはその領域に属する画像データ）のうち、造影血管のＣＴ値を有す
る２つの領域（図６（Ｂ）参照）を、冠動脈起始部（左冠動脈起始部および右冠動脈起始
部）の領域として特定する。図６（Ｂ）のＶＲ画像において、右側の矢印で指し示す領域
が左冠動脈起始部の領域であり、左側の矢印で指し示す領域が右冠動脈起始部の領域であ
る。
【００４１】
　次に、上記ボクセル空間において、左心室に該当する流路空間領域を特定する。具体的
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には、上行大動脈の下端部から体軸方向の足側に向けて、各体軸断面上のデータを検索す
る。そして、各体軸断面上において、ＣＴ値の高い領域（造影血管のＣＴ値を有する領域
）を左心室の領域として特定する。このとき、左心室の領域として特定する部分のうち、
上行大動脈の下端部から３次元的に体軸方向足側の最遠に位置する部分を、左心室心尖部
の先端領域として特定することができる。図７（Ａ）の体軸断面画像および図７（Ｂ）の
ＶＲ画像において、矢印で指し示す領域が左心室心尖部の先端領域である。以上の手順に
より、上記ボクセル空間において、上行大動脈の上端部から左心室心尖部までの流路空間
を概略的に特定することができる。
【００４２】
　〈２〉　上記〈１〉の手順により特定された流路空間において、上行大動脈の上端部か
ら左心室心尖部の先端まで延びる流路芯線Ｃ（図８を参照）を設定する（流路芯線設定ス
テップ；図３のステップＳ２参照）。具体的には、上行大動脈の領域については、各体軸
断面上において上行大動脈に該当すると判断された各領域の中心または重心の座標点を３
次元的にスプライン曲線等により滑らかに連結した線を、上行大動脈の領域における流路
芯線Ｃとして設定する。一方、左心室の領域については、簡便的に、上行大動脈の領域に
おいて設定した流路芯線Ｃの下端位置と左心室心尖部の先端位置とを、スプライン曲線等
により滑らかに連結した線を、左心室における流路芯線Ｃとして設定する。
【００４３】
　なお、流路芯線Ｃを設定することにより、この流路芯線Ｃに沿った断面（詳細には、流
路芯線Ｃと交差する同一方向（方向は任意に設定可）の直線群により構成される断面で、
一般的に曲面となる）における画像情報を担持したＣＰＲ画像を生成することができる。
このようなＣＰＲ画像は、流路芯線Ｃに沿った流路空間の径方向の変化状態を医師等が視
覚的に識別するのに適している（特に、流路芯線Ｃが３次元的に直線となるように断面画
像を再構成して表示するＣＰＲ画像の直線表示が好適である）。このため、本実施形態で
は、流路芯線Ｃに沿った流路空間の径方向の変化状態を提示する画像として、このような
ＣＰＲ画像（直線表示）を生成して表示し得るようになっている（図９参照）。
【００４４】
　〈３〉　上記〈２〉の手順により設定された流路芯線Ｃに沿って、この流路芯線Ｃに垂
直な各断面（以下、適宜「芯線垂直断面」と称する）における上記流路空間の輪郭周囲長
を算出する（輪郭計測値算出ステップ；図３のステップＳ３参照）。この輪郭周囲長の算
出は、詳細には例えば、以下の手順で行われる。
【００４５】
　まず、上行大動脈の流路空間領域について、各芯線垂直断面における流路空間の輪郭を
詳細に特定（評価）する。具体的には、各芯線垂直断面において、例えば、流路芯線Ｃを
中心とする円形状の領域（流路空間領域を含むように少し大きめにとる）を設定し、設定
した円形状の領域内におけるＣＴ値の分布を求める。このＣＴ値の分布は一般的にガウス
分布状の分布となるので、その最大値の半値分のＣＴ値に対応する各座標点を滑らかに連
結した曲線を、各芯線垂直断面における流路空間の輪郭として特定する。そして、特定し
た輪郭の周囲長を、芯線垂直断面ごとに算出する。
【００４６】
　次に、左心室の流路空間領域についても、各芯線垂直断面における流路空間の輪郭を特
定（評価）する。具体的には、上行大動脈の流路空間領域の輪郭特定と同様に、各芯線垂
直断面において、流路空間領域を含む大きさの領域（形状は任意とし得る）を設定し、設
定した領域内におけるＣＴ値の分布を求める。そして、そのＣＴ値の分布において最大値
の半値分のＣＴ値に対応する各座標点を滑らかに連結した曲線を、各芯線垂直断面におけ
る流路空間の輪郭として特定し、特定した輪郭の周囲長を芯線垂直断面ごとに算出する。
【００４７】
　〈４〉　上記〈３〉の手順により算出された、上行大動脈の上端部から左心室心尖部ま
での流路空間の、芯線垂直断面ごとの輪郭周囲長に基づき、流路空間の輪郭周囲長の変化
状態を示すグラフ（以下「輪郭周囲長変化グラフ」と称する）を作成して表示する（輪郭
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変化グラフ作成ステップ；図３のステップＳ４参照）。
【００４８】
　図１０（Ａ）に示すグラフが、その輪郭周囲長変化グラフである。なお、本実施形態で
は、輪郭周囲長変化グラフと流路空間との対応関係（流路芯線Ｃ方向の位置関係）を分か
り易くするため、図１０（Ｂ）に示すように、直線表示のＣＰＲ画像（図９の画像とは異
なる）を生成し、輪郭周囲長変化グラフの画像と並べて表示するようになっている。
【００４９】
　図１０（Ａ）に示す曲線Ｐが、上行大動脈の上端部から左心室心尖部までの流路空間の
、芯線垂直断面ごとの輪郭周囲長を表している。より詳細には、図１０（Ａ）に示す直線
Ｘが流路芯線Ｃに沿った位置の座標軸を表し、この直線Ｌの各位置から曲線Ｐの各位置ま
での、直線Ｌに垂直な方向の距離（図中の水平距離）が、流路芯線Ｃに沿った各座標位置
における輪郭周囲長を表している。なお、図１０（Ａ）に斜めの直線が表示されているが
、これはグラフ作成処理の過程で生成される制御用の直線であり、輪郭周囲長とは直接関
係しない。
【００５０】
　〈５〉　上記〈３〉の手順により算出された、上行大動脈の上端部から左心室心尖部ま
での流路空間の、芯線垂直断面ごとの輪郭周囲長に基づき、大動脈弁輪部の位置を特定す
る（大動脈弁輪位置特定ステップ；図３のステップＳ５参照）。この大動脈弁輪部の位置
特定は、詳細には例えば、以下の手順で行われる。
【００５１】
　まず、上記流路空間において、大動脈弁輪部の位置を検索するための検索区間を設定す
る。この検索区間は、流路空間の長さ方向（流路芯線Ｃの方向）において、少なくとも、
大動脈と左心室との境界部を含むように設定される。本実施形態では、左冠動脈起始部の
位置（図１０（Ａ）のグラフにおいて一番上の矢印が指し示す位置。また、同図（Ｂ）の
ＣＰＲ画像において矢印が指し示す位置）から、流路空間の輪郭周囲長が最大となる位置
（図１０（Ａ）のグラフにおいて一番下の矢印が指し示す位置）までを、この検索区間と
して設定する。
【００５２】
　次に、設定した検索区間内において、流路空間の輪郭周囲長が最小となる位置（図１０
（Ａ）のグラフにおいて上から２番目の矢印が指し示す位置。また、同図（Ｂ）のＣＰＲ
画像において流路芯線Ｃと直交する短い直線の位置）を、大動脈弁輪部の位置（大動脈弁
輪位置）として特定する。なお、図１０においては、同図（Ａ）のグラフにおける左冠動
脈起始部の位置から同図（Ｂ）の方向に延びる矢線も示している。この矢線は、グラフと
ＣＰＲ画像における各左冠動脈起始部の位置とを分かり易く対応付けるためのもので、大
動脈弁輪位置の特定とは直接関係しない。
【００５３】
　〈６〉　上記〈５〉の手順により特定された大動脈弁輪位置における流路空間の、流路
芯線Ｃに対し垂直な断面画像を生成する（大動脈弁輪位置断面画像生成ステップ；図３の
ステップＳ６参照）。
【００５４】
　図１１に示す画像が、その大動脈弁輪位置における断面画像である。より詳細には、図
１１に示す画像の中央部分に映る円形状の領域（輪郭線も表示されている）が、大動脈弁
輪位置における流路空間の断面画像となる。
【００５５】
　〈７〉　上記〈５〉の手順により特定された大動脈弁輪位置における、上記〈３〉の手
順により算出された流路空間の輪郭周囲長に基づき、大動脈の弁輪径に関する各推定値を
算出する（大動脈弁輪径推定値算出ステップ；図３のステップＳ７参照）。
【００５６】
　本実施形態においては、上記各推定値として、大動脈弁輪の最大径、最小径、平均径、
周囲長および面積を算出する。算出方法としては種々の態様が考えられる。例えば、特定
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された大動脈弁輪位置における流路空間の輪郭をそのまま大動脈弁輪とみなし、当該輪郭
の最大径（図１１において右下がりの線分で示す）、最小径（図１１において右上がりの
線分で示す）、平均径、周囲長および面積を算出し、それらの算出値を、それぞれ、大動
脈弁輪の最大径、最小径、平均径、周囲長および面積の各推定値とすることが挙げられる
。
【００５７】
　一方、大動脈弁輪の解剖学的特徴に基づき、特定された大動脈弁輪位置における流路空
間の輪郭の各算出値を補正して、大動脈弁輪の各推定値としてもよい。具体的には、解剖
学的な知見によれば大動脈弁輪は、平面的な形状（全体が一平面内に位置する形状）を有
するものではなく、立体的な形状を有することが知られているので、この点を考慮して、
流路空間輪郭の各算出値を補正することが挙げられる。また、推定した大動脈弁輪部の３
次元的な形状情報を担持するＶＲ画像やＭＰＲ画像を作成して表示し、これらの画像に基
づき医師等が、大動脈弁輪の形状等を修正する（例えば、マウス２２等を用いて、画像上
において弁輪形状を定めている制御点等を移動する）ことができるようにしてもよい。
【００５８】
　〈８〉　上記〈１〉の手順により特定された上記流路空間の画像データ、および上記〈
５〉の手順により特定された大動脈弁輪位置に基づき、冠動脈起始部から大動脈弁輪部ま
での最短距離を算出する（距離算出ステップ；図３のステップＳ８参照）。この最短距離
の算出は、詳細には例えば、以下の手順で行われる。
【００５９】
　すなわち、特定された大動脈弁輪位置における流路空間の輪郭を大動脈弁輪部Ｖ（図１
２参照）とみなし、この大動脈弁輪部Ｖ上の各点と左冠動脈起始部ＬＫ（図１２参照）と
の間の直線距離（３次元的な直線距離）のうち、最短となる直線距離を、左冠動脈起始部
ＬＫから大動脈弁輪部Ｖまでの最短距離として算出する。同様に、大動脈弁輪部Ｖ上の各
点と右冠動脈起始部ＲＫ（図１２参照）との間の直線距離（３次元的な直線距離）のうち
、最短となる直線距離を、右冠動脈起始部ＲＫから大動脈弁輪部Ｖまでの最短距離として
算出する。なお、大動脈弁輪の解剖学的特徴を考慮して、冠動脈起始部から大動脈弁輪部
までの最短距離を算出するようにしてもよい。
【００６０】
　図１３は、左冠動脈起始部ＬＫから大動脈弁輪部Ｖまでの最短距離を、曲線表示のＣＰ
Ｒ画像上に表示したものであり、左冠動脈起始部ＬＫと大動脈弁輪部Ｖ上の１点とを結ぶ
直線の近傍に、当該最短距離の数値が表示されるようになっている。
【００６１】
　以上説明した本実施形態の医用画像診断支援装置１によれば、大動脈弁輪の最大径、最
小径、平均径、周囲長および面積の各推定値や、冠動脈起始部（左冠動脈起始部または右
冠動脈起始）から大動脈弁輪部までの最短距離などを、再現性良く自動的に算出すること
ができる。したがって、ＴＡＶＲ（ＴＡＶＩ）の施術において有益な情報（例えば、人工
弁のサイズ等を決定するための情報）を提供することが可能となる。
【００６２】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、種々に実施の態様を変更することが可能である。
【００６３】
　例えば、上述の実施形態では、大動脈弁輪部の位置や弁輪径の情報、冠動脈起始部から
大動脈弁輪部までの距離情報等を自動的に求めるように構成されているが、一旦求めた情
報を医師等が修正するように指示した場合には、その修正指示に基づき情報を自動修正す
るように構成してもよい。例えば、一旦求めた大動脈弁輪部の位置を、医師等が別の位置
に修正するように指示した場合には、その指示された別の位置の画像データに基づき、弁
輪径等の計測値を算出し直すように構成することが挙げられる。
【００６４】
　また、上記実施形態では、大動脈弁輪部の位置等の情報を取得するために好適な３次元
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医用画像データとして、心電図同期法を適用してＸ線ＣＴ画像診断装置により取得された
ＣＴ画像データを用いているが、ＭＲＩ画像診断装置により得られたＭＲＩ画像データな
ど他の医用画像データを用いてもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　　１　医用画像診断支援装置
　１０　演算処理装置
　２０　入力装置
　２１　キーボード
　２２　マウス
　３０　画像表示装置
　３１　画像表示部
　　Ｃ　流路芯線
　　Ｖ　大動脈弁輪部
　ＬＫ　左冠動脈起始部
　ＲＫ　右冠動脈起始部
 

【図１】 【図２】
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